
別冊第２ 

「不特定多数の区民を警戒区域外に退避させる必要がある事態各ケースの特性」 

 

不審物（爆発物）発見事案、化学剤の大量散布事案及びテロ集団が化学剤もしくは爆発物を持って占

拠した事案における３つの作成区分として、区内の大規模集客施設・駅における１０パターンを作成し

た。この表は、各ケースの特性と区の対応等の概要をまとめたもの。 

〇 不審物（爆発物）が発見された事案 

（事案共通の状況） 

駅構内（施設内）で不審物（爆発物）が発見された（現在まで被害はない）事案 

 
時期 

天候 

発生 

時刻 
事態の特性 地域の特性 

区の対応 

職員配置措置 

住民等避難時

の措置・配慮 

① 
西荻窪駅 

夏季 
平日 
雨 

08：00 
閉庁中 

爆発物が爆

発 す る可 能

性及び他の

爆発物の設

置の可能性

あり。 

駅周辺は一時滞

在者が多く所在 
警戒区域内に保

育園・幼稚園・小

学校、病院が立地 

出勤前の事案発生だ

ったため交通機関が

乱れて多数の職員が

遅れており速やかに

出勤した職員を把握

して逐次増援する態

勢 

雨衣の着用又

は傘の携行 
熱中症予防に

留意し適切な

水分補給等 
園・学校単位

の域外避難 
入院患者の避

難支援 
② 
久我山駅 

夏季 
平日 
晴れ 

17：00 
開庁中 

爆発物が爆

発 す る可 能

性及び他の

爆発物の設

置の可能性

あり。 

駅周辺は傾斜地

警戒区域内に保

育園・幼稚園が立

地 

退庁前の事案発生の

ため区として全庁放

送での情報共有、職

員への指示等で体制

確立が必要 

熱中症予防に

留意し適切な

水分補給等 
園単位での域

外避難 

③ 
井荻駅 
 

冬季 
平日 
雨 
 

08：00 
閉庁中 

爆発物が爆

発 す る可 能

性及び他の

爆発物の設

置の可能性

あり。 

駅周辺は一時滞

在者が多く所在

する地域 
警戒区域内に環

状八号線が通っ

ているほか、保育

園が立地 

出勤前の事案発生だ

ったため交通機関が

乱れて多数の職員が

遅れており速やかに

出勤した職員を把握

して逐次増援する態

勢 

防寒用服装、

雨衣の着用又

は傘の携行 
園単位の域外

避難 

④ 
セシオン 
杉並 

夏季 
日曜日 

雨 
 

10：00 
閉庁中 

爆発物が爆

発 す る可 能

性及び他の

爆発物の設

置の可能性

あり。 

区の公共大規模

集客施設 
環状七号線、青梅

街道が通ってい

る。 

週末の閉庁中の事案

発生のため非常参

集、情報共有、避難

実施要領の作成、職

員への指示等に時間

を要する。 

雨衣の着用又

は傘の携行 
熱中症予防に

留意し適切な

水分補給等 
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〇 化学剤の大量散布事案 

（事案共通の状況） 

駅構内（施設内）で化学剤が大量に散布され、数十名以上の負傷者が発生した事案 

 
時期 

天候 

発生 

時刻 
事態の特性 地域の特性 

区の対応、職員配置

措置 

住民等避難時

の措置・配慮 

⑤ 
阿佐ヶ谷

駅 

夏季 

平日 

晴れ 

14：00 

開庁中 

化学剤攻撃で

迅速な退避が

必要 
二次攻撃の 
可能性あり。 

駅周辺は一時滞

在者が多く滞在 
警戒区域内に保

育園・幼稚園・小

学校、病院が立地 
中杉通りが通っ

ている。 

迅速な屋内退避の指

示が必要 
警戒区域内では防護

服着用の消防・警察

により地域住民を域

外退避させる。 
警戒区域外では防護

服を着用させた区職

員による避難誘導 

地域住民は屋

内退避→域外

避難 
学校単位の屋

内退避→域外

避難 
入院患者の避

難支援 
熱中症予防に

留意し適切な

水分補給等 
⑥ 
永福町駅 
 

夏季 

平日 

雨 

14：00 

開庁中 

化学剤攻撃で

迅速な退避が

必要 
二次攻撃の 
可能性あり。 

駅周辺には一時

滞在者が所在 
警戒区域内に保

育園が立地 
井の頭通りが通

っている。 

迅速な屋内退避の指

示が必要 
警戒区域内では防護

服着用の消防・警察

により地域住民を域

外退避させる。 
警戒区域外では防護

服を着用させた区職

員による避難誘導 

地域住民は屋

内退避→域外

避難 
熱中症予防に

留意し適切な

水分補給等 
雨衣の着用又

は傘の携行 

⑦ 
荻窪駅、

ルミネ、

タウンセ

ブン 

冬季 

平日 

雨 

17：00 

開庁中 

化学剤攻撃で

迅速な退避が

必要 
二次攻撃の 
可能性あり。 

ターミナル駅と

大規模商業施設

が一体となった

地域で地域住民、

一時滞在者が多

数所在 
警戒区域内に青

梅街道が通って

いるほか、保育

園・高校、日帰り 
入浴施設、飲食店

が立地 
 
 
  

迅速な屋内退避の指

示が必要 
退庁前の事案発生で

の体制の確立 
警戒区域内では防護

服着用の消防・警察

により地域住民を域

外退避させる。 
警戒区域外では防護

服を着用させた区職

員による避難誘導 
多数の避難誘導人員 
の配置、多くの予備

避難所が必要 

地域住民は屋

内避難→域外

避難 
防寒服装の着

用、雨衣の着

用又は傘の携

行 
園単位の屋内

退避→域外避

難 
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⑧ 
高井戸地

域区民セ

ン タ ー

（杉並清

掃工場含

む） 

夏季 

平日 

晴れ 

10：00 

開庁中 

化学剤攻撃で

迅速な退避が

必要 
二次攻撃の 
可能性あり。 

清掃工場、駅と隣

接している区の

公共大規模集客

施設 
警戒区域内に環

状八号線が通っ

ているほか、保育

園・幼稚園・小学

校が立地 

迅速な屋内退避の指

示が必要 
警戒区域内では防護

服着用の消防・警察

により地域住民を域

外退避させる。 
警戒区域外では防護

服を着用させた区職

員による避難誘導 

地域住民は屋

内避難→域外

避難 
園、学校単位

の屋内退避→

域外避難 
熱中症予防に

留意し適切な

水分補給等 
⑨ 
方南町駅 
 

冬季 

平日 

晴れ 

08：00 

閉庁中 

化学剤攻撃で

迅速な退避が

必要 
二次攻撃の 
可能性あり。 

地下鉄駅周辺商

業地・住宅地 
警戒区域内に環

状七号線、方南通

りが通っている

ほか、保育園・幼

稚園・中学校が立

地 

迅速な屋内退避の指

示が必要 
警戒区域内では防護

服着用の消防・警察

により地域住民を域

外退避させる。 
警戒区域外では防護

服を着用させた区職

員による避難誘導 

地域住民は屋

内避難→域外

避難 
防寒服装の着

用 
学校単位の屋

内退避→域外

避難 
冬季・夜間相

応の防寒対策 
 

〇 テロ集団が化学剤又は爆発物をもって人質を拘束して占拠した事案  

（事案の状況） 

駅構内にテロ集団が化学剤もしくは爆発物をもって人質を拘束して占拠した（現在まで被害はない）

事案 

 
時期 

天候 

発生 

時刻 
事態の特性 地域の特性 

区の対応、職員配置

措置 

住民等避難時

の措置・配慮 

⑩ 
高円寺駅 

 

冬季 

平日 

晴れ 

22：00 

閉庁中 

テロ集団との

交渉が伴う事

案で秘匿した

避難が必要 
長期戦の可能

性もあり。 

駅周辺は道路が

相当入り組んで

おり、夜間といえ

一時滞在者が相

当数滞在してい

る地域 

夜間の事案発生のた

め非常参集、情報共

有、職員への指示等

にかなり時間が必要 
避難行動の秘匿 

冬季・夜間相

応の防寒対策 
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杉並区ＪＲ西荻窪駅構内

現在のところ不明

 ＪＲ西荻窪駅構内において不審物（爆発物）が発見される事案が発生した。現在のところ、被害
はない。

　不審物（爆発物）が爆発する可能性及び区内に他の不審物（爆発物）が設置されている可能性
もあり、警戒区域内に所在する地域住民及び一時滞在者を速やかに域外に避難させる。住民は不
審物を処置するまでの半日程度（１２時間程度）の期間、避難する。また、当面、ＪＲ中央線が
全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン①(西荻窪駅構内で不審物（爆発物）が発見された事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　８月〇日１０時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年８月〇日（平日）０８：００

避難完了予定日時 ８月〇日１２時００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 雨　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　ＪＲ西荻窪駅構内を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、地域住民及び一時滞在者を原則として徒歩で域外に避難させる。
徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直接、
医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、地域住民及び一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁及び自衛
隊の部隊等の長と緊密な連携を保持する。
　園児、児童の避難は、園、学校単位とし、避難先において保護者への引き渡しを行う。
　病院の入院患者等については、関係機関が連携して計画的に避難輸送する。

避難開始日時 ８月〇日１０時００分

措置の概要

連絡調整先

　警察：ＪＲ西荻窪駅から半径３００ｍ圏内を立入禁止区域に設定し、交通規制を実施する。ま
た、警戒区域内の地域住民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定するとともに、警戒区域内の地域住
民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　鉄道事業者：ＪＲ中央線を全面的に運休し、一部運行再開後、荻窪駅以東での折り返し運転と
して、荻窪駅で下車した区民を最寄りの避難所への誘導に放送等で協力する。
　大規模商業施設：一時滞在者を施設外へ避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　不審物（爆発物）が、いつ爆発するか不明であり速やかな避難誘導が必要

地域の特性

時期による特性

  駅周辺は一時滞在者が多く所在する地域であり、関係機関、施設管理者と連携した避難誘導が
重要となる。また、保育園・幼稚園・学校、病院が立地している。

  区職員の出勤前の事案発生であったため、交通機関が乱れて多数の職員が出勤に遅れており、
速やかに出勤した職員を把握して、逐次、増援する態勢となる。なお、夏季であるため、避難中
の熱中症予防及び避難所での食中毒の予防策を要する。また、雨天のため雨対策を要する。
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区分 要避難地域名 要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 西荻北２丁目 ９１０人 桃井第一小学校（１６１１人）

2 西荻北３丁目 ３０７９人 荻窪中学校（１３０５人） 井荻小学校、桃井第四小学校

3 松庵３丁目 １５０８人 松庵小学校（１２５０人） 高井戸第二小学校

4 西荻南２丁目 １１６６人 高井戸第四小学校（１１３９人） 高井戸第二小学校

5 西荻南３丁目 １４９５人 神明中学校（１１９５人） 荻窪小学校

５　職員の配置方法

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）

杉並区桃井２丁目６番１号（０３－３３９０－３１７８）

杉並区善福寺１丁目８番３号（０３－３３９９－０１９６）

杉並区松庵２丁目２３番２４号（０３－３３３３－７９２８）

杉並区西荻南１丁目８番１６号（０３－３３３３－７８２８）

杉並区南荻窪２丁目３７番２８号（０３－３３３３－７４２８）

場所 警戒区域内

配置場所 ①西荻窪駅参照

人数

現地連絡調整所

合計１２６人（区職員９０人、消防職員１８人、警察官１８人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 ８月〇日１２時００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。搬送
先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ることにも留意す
る。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（西荻地
域区民センター）とする。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

８月〇日１５時００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

方法
  防災行政無線、区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際
しては、呼び鈴を５秒間隔で３回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。

措置 残留者に対し避難するよう求める

終了予定日時

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難所に配置された職員
が説明する。

10　避難時等の留意事項（主に住民）

時期の特性

　荻窪駅に区職員２人を配置して、鉄道職員と協力して最寄りの避難所に誘導する。

１1　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は、雨衣を着用して、夏季のため熱中症に留意し、水分補給等を適切に行うこと。

　雨天のため傘の携行、雨衣を着用する。なお、夏季のため熱中症予防に留意し、水分補給等を
適切に行う。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

　自宅からの避難時に持ち出した金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人
が確認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。また、
隣近所相互に声を掛け合い、まとまって、避難所に避難する。

6



13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両により避難実施要領を伝
達するとともに、要避難地域に該当する町会長・自治会長、防災市民組織の長等に情報伝達を依
頼する。

１2　情報伝達
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区分 要避難地域名 要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 久我山５丁目 １１０５人 久我山小学校（１５０４人）

2 久我山４丁目 １１７５人 高井戸第二小学校（１９９１人）

3 久我山２・３丁目 １５４２人 富士見丘中学校（１３４９人） 富士見丘小学校

杉並区久我山２丁目２０番１号（０３－３３３３－８９２８）

措置の概要

連絡調整先

　警察：久我山駅から半径３００ｍ圏内を立入禁止区域に設定し、交通規制を実施する。また、
警戒区域内の地域住民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定するとともに、警戒区域内の地域住
民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　鉄道事業者：京王井の頭線を全面的に運休し、一部運行再開後、富士見ヶ丘駅以東での折り返
し運転として、富士見ヶ丘駅で下車した区民を最寄りの避難所への誘導に放送等で協力する。
　大規模商業施設：一時滞在者を施設外へ避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　不審物（爆発物）が、いつ爆発するか不明であり速やかな避難誘導が必要

地域の特性

時期による特性

  保育園・幼稚園が立地している。また、駅周辺はやや傾斜があり災害時要配慮者の避難支援に
特に配慮が必要である。

  夜間の避難誘導に際しては、避難誘導に当たる区職員等による照明及び警察官等による交通安
全確保措置が必要で、また、昼間都内各地で勤務していた区民が区内に戻ってくる時間と重な
る。なお、夏季であるため、避難中の熱中症予防及び避難所での食中毒の予防策を講ずる。

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）

杉並区久我山５丁目１８番７号（０３－３３３１－３６３１）

杉並区久我山４丁目４９番１号（０３－３３３３－７７２８）

避難完了予定日時 ８月〇日２２時００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　京王井の頭線久我山駅構内を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域
（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、地域住民及び一時滞在者を原則として徒歩で域外に避難させる。
徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直接、
医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、地域住民及び一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁及び自衛
隊の部隊等の長と緊密な連携を保持する。
　また、園児の避難は、園単位とし、避難所に避難誘導して避難先において保護者への引き渡し
を行う。

避難開始日時 ８月〇日１９時００分

避難実施要領のパターン②(久我山駅構内で不審物（爆発物）が発見された事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　８月〇日１９時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年８月〇日（平日）１７：００

杉並区京王井の頭線久我山駅構内

現在のところ不明

  京王井の頭線久我山駅構内において不審物（爆発物）が発見される事案が発生した。
現在のところ、被害はない。

　不審物（爆発物）が爆発する可能性及び区内に他の不審物（爆発物）が設置されている可能性
もあり、警戒区域内に所在する地域住民及び一時滞在者を速やかに域外に避難させる。なお、夜
間なので避難誘導及び残留者の確認に時間を要する。住民は不審物を処置するまでの半日程度(１
２時間程度）の期間、避難する。また、当面、京王井の頭線が全面的に運行を停止しており、一
時滞在者及び要避難地域に帰宅する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置
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   杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難所に配置された職員が説明する。
（夜間のため防災行政無線は使用しない）

10　避難時等の留意事項（主に住民）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両により避難実施要領を伝達するととも
に、要避難地域に該当する町会・自治会長、防災市民組織の長等に情報伝達を依頼する。（夜間
のため防災行政無線は使用しない）

時期の特性

　富士見ヶ丘駅に区職員２人を配置して、鉄道職員と協力して最寄りの避難所に誘導する。

１1　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は、夏季のため熱中症に留意し、水分補給等を適切に行うこと。
（５）全職員に懐中電灯等照明器具を携行させ、確実に避難所等への避難誘導を実施させること。

　夜間相応の着衣、急なゲリラ豪雨に備えて傘、雨衣を携行するとともに懐中電灯等
を持参する。なお、夏季なので熱中症に留意し、水分補給等を適切に行う。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

１2　情報伝達

  自宅からの避難時に持ち出した金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人
が確認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品、懐中電灯等を携行するものとす
る。また、隣近所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

方法
  区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際しては、
呼び鈴を５秒間隔で１０回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。
（夜間のため防災行政無線は使用しない）

措置 残留者に対し避難するよう求める

終了予定日時

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。搬送
先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ることにも留意す
る。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（高井戸
地域区民センター）とする。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

８月〇＋１日４時００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

場所 警戒区域内

配置場所 ②久我山駅参照

人数

現地連絡調整所

合計１０８人（区職員７６人、消防職員１６人、警察官１６人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 ８月〇日２２時００分

　要担送者

　要護送者

５　職員の配置方法

12



②
久
我
山
駅

（
警
戒
区
域
内
の
避
難
誘
導
）

消
防
職
員
、
警
察
官
を
も
っ
て
避

難
誘
導

（
警
戒
区
域
外
の
避
難
誘
導
）

区
職
員
を
も
っ
て
避
難
誘
導

（
域
外
避
難
の
広
報
）

区
広
報
車
、
消
防
車
両
、
警
察
車

両
に
よ
り
広
報

（
交
通
規
制
）

警
察
計
画
で
交
通
規
制
を
実
施

（
避
難
場
所
の
運
営
）

各
施
設
に
区
職
員
（
６
人
）
を
配
置

し
て
運
営

富
士
見
丘

中
学
校

久
我
山

小
学
校

高
井
戸
第
二

小
学
校

地
図
使
用
承
認

©
昭
文
社
第
６
０
Ｇ
０
４
２
号

配
置
職
員
等
の
凡
例

△
：
区
職
員
×
２
人

▲
：
区
職
員
×
６
人

●
：
消
防
職
員
×
２
人

◎
：
警
察
官
×
２
人

：
区
広
報
車
両
×
１
台
（
２
人
）

：
消
防
車
両
×
１
台
（
２
人
）

：
警
察
車
両
×
１
台
（
２
人
）

▲

▲

▲

●
●

◎
◎

●

●

◎

◎

●

約
30

0ｍ
●

◎

◎

△

△

△

△

△

△

△

△

△
△

△

△
△

△

△

△

△

△

△

△

△

凡
例
：
警
戒
区
域

：
避
難
所

：
避
難
経
路

△

△
△

△

△

△

13



14



　

区分 要避難地域名 要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 井草２丁目 ８８２人 八成小学校（１５２５人）

2 井草３・４丁目 １９２０人 旧杉並中継所 八成小学校

3 上井草１丁目 ８９１人 四宮小学校（１６９１人）

措置の概要

連絡調整先

　警察：井荻駅から半径３００ｍ圏内を立入禁止区域に設定し、環状八号線を含めた交通規制を
実施する。また、警戒区域内の地域住民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定するとともに、警戒区域内の地域住
民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　鉄道事業者：西武新宿線は西武鉄道の計画に基づき、安全が確認できるまで全面的に運行を停
止する。
　大規模商業施設：一時滞在者を施設外へ避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　不審物（爆発物）が、いつ爆発するか不明であり速やかな避難誘導が必要

地域の特性

時期による特性

  駅周辺は一時滞在者が多く所在する地域であり、関係機関、施設管理者と連携した避難誘導が
重要となる。なお、環状八号線が通っている。また、保育園が立地している。

  区職員の出勤前の事案発生であったため、交通機関が乱れて多数の職員が出勤に遅れており、
速やかに出勤した職員を把握して、逐次、増援する態勢となる。また、冬季の雨天であり防寒対
策・雨対策を要する。

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）

杉並区井草２丁目２５番４号（０３－３３９９－３１３８）

杉並区井草４丁目１２番１号

杉並区上井草２丁目１２番２６号（０３－３３９０－３１４７）

避難完了予定日時 １月〇日１２時００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況   天候 雨　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

  井荻駅構内を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、地域住民及び一時滞在者を原則として徒歩で域外に避難させる。
徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直接、
医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、地域住民及び一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁及び自衛
隊の部隊等の長と緊密な連携を保持する。
　また、園児の避難は、園単位とし、避難所に避難誘導して避難先において保護者への引き渡し
を行う。

避難開始日時 １月〇日１０時００分

杉並区西武新宿線井荻駅構内

現在のところ不明

  西武新宿線井荻駅構内において不審物（爆発物）が発見される事案が発生した。現在のとこ
ろ、被害はない。

  不審物（爆発物）が爆発する可能性及び区内に他の不審物（爆発物）が設置されている可能性
もあり、警戒区域内に所在する地域住民及び一時滞在者を速やかに域外に避難させる。住民は不
審物を処置するまでの半日程度（１２時間程度）の期間、避難する。また、当面、西武新宿線が
全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン③(井荻駅構内で不審物（爆発物）が発見された事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　１月〇日１０時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年１月〇日（平日）０８：００
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4 下井草４・５丁目 ２０４９人 桃井第五小学校（１６２０人） 中瀬中学校

方法
  防災行政無線、区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際
しては、呼び鈴を５秒間隔で３回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。

措置 残留者に対し避難するよう求める

終了予定日時

13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

　 防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難所に配置された
 職員が説明する。

10　避難時等の留意事項（主に住民）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両により避難実施要領を伝
達するとともに、要避難地域に該当する町会長・自治会長、防災市民組織の長等に情報伝達を依
頼する。

時期の特性

　下井草駅、上井草駅に区職員各２人を配置して、鉄道職員と協力して最寄りの避難所に誘導する。

11　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は、雨衣及び防寒服装を着用すること。

　冬季のため防寒用の服装とし、また、雨天のため傘の携行、雨衣を着用する。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

12　情報伝達

　自宅からの避難時に持ち出した金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人
が確認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。また、
隣近所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

１月〇日１５時００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

場所 警戒区域内

配置場所 ③井荻駅参照

人数

現地連絡調整所

合計１２６人（区職員８８人、消防職員１８人、警察官２０人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 １月〇日１２時００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。搬送
先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ることにも留意す
る。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（井草地
域区民センター）とする。

５　職員の配置方法

杉並区下井草４丁目２２番４号（０３－３３９０－３１８８）
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区分 要避難地域名 要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 和田３丁目 ２７２１人 高南中学校（１２８０人） 和田小学校、和田中学校

2 高円寺南１丁目 ９５８人 杉並第三小学校（１１２１人）

セシオン杉並施設内

現在のところ不明

　セシオン杉並施設内において不審物（爆発物）が発見される事案が発生した。現在のところ、
被害はない。

  不審物（爆発物）が爆発する可能性及び区内に他の不審物（爆発物）が設置されている可能性
もあり、警戒区域内に所在する地域住民及び施設利用者を速やかに域外に避難させる。なお、区
施設利用者の安全確保については、区として対応する。住民は不審物を処置するまでの半日程度
（１２時間程度）の期間、避難する。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン④(セシオン杉並施設内で不審物（爆発物）が発見された事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　８月〇日１４時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年８月〇日（日曜日）１０：００

避難完了予定日時 ８月〇日１６時００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 雨　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　セシオン杉並を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、地域住民及び施設利用者を原則として徒歩で域外に避難させる。
徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直接、
医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、地域住民及び施設利用者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁及び自衛
隊の部隊等の長と緊密な連携を保持する。また、日曜日の杉並第十小学校に来校中の者を確認
し、学校単位で避難して、避難先において保護者への引き渡しを行う。

避難開始日時 ８月〇日１４時００分

措置の概要

連絡調整先

　警察：セシオン杉並から半径３００ｍ圏内を立入禁止区域に設定し、環状七号線、青梅街道等
の交通規制を実施する。また、警戒区域内の地域住民及び施設利用者を警戒区域外に退避させ
る。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定するとともに、警戒区域内の地域住
民及び施設利用者を警戒区域外に退避させる。
　大規模集客施設：一時滞在者を施設外へ避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　不審物（爆発物）が、いつ爆発するか不明であり速やかな避難誘導が必要

地域の特性

時期による特性

  セシオン杉並は多くの区民等が利用する集客施設であり、また、環状七号線、青梅街道に隣接
しており、関係機関、施設管理者と連携した避難誘導が重要となる。

  週末の閉庁中の事案発生であり、非常参集を実施しても、職員は逐次の登庁となり、区として
の情報共有、関係職員への指示等にかなり時間を要することが考えられ、出勤した職員毎に、逐
次、対策活動に参加する態勢となる。なお、夏季であるため、避難中の熱中症予防及び避難所で
の食中毒の予防策を要する。また、雨天のため雨対策を要する。

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）

杉並区和田３丁目４０番１０号（０３－３３１３－１３６１）

杉並区高円寺南１丁目１５番１３号（０３－３３１４－１５６４）
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3 高円寺南１丁目 ２１６３人 杉並第八小学校（９８９人） 杉並第六小学校、杉並第四小学校

4 ３３３８人 堀之内小学校（１４７１人） 東田小学校、松ノ木小学校

施設利用者（推計） ６００人 警戒区域外

５　職員の配置方法

杉並区高円寺南２丁目４０番２４号（０３－３３１４－２２６４）

杉並区堀ノ内３丁目２４番１１号（０３－３３１３－２２６４）

梅里１丁目、
堀ノ内３丁目

場所 警戒区域内

配置場所 ④セシオン杉並参照

人数

現地連絡調整所

合計１３０人（区職員９０人、消防職員１８人、警察官２２人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 ８月〇日１６時００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。搬送
先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ることにも留意す
る。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（阿佐谷
地域区民センター）とする。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

８月〇日１９時００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

方法
　防災行政無線、区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際
しては、呼び鈴を５秒間隔で３回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。

措置 残留者に対し避難するよう求める

終了予定日時

13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

　 防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難所に配置された職員
が説明する。

10　避難時等の留意事項（主に住民）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両により避難実施要領を伝
達するとともに、要避難地域に該当する町会長・自治会長、防災市民組織の長等に情報伝達を依
頼する。

時期の特性

　東高円寺駅、新高円寺駅に区職員各２人を配置して、地下鉄職員と協力して最寄りの避難所に誘導する。

１1　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は、雨衣を着用して、夏季のため熱中症に留意し、水分補給を適切に行うこと。

　夏季のため熱中症予防に留意し、水分補給等を適切に行い、また、雨天のため傘の携行、雨衣
を着用する。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

１2　情報伝達

　自宅からの避難時に持ち出した金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人
が確認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。また、
隣近所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。
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避難実施要領のパターン⑤ア(阿佐ヶ谷駅構内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その１）
                                                                                                                      杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　      　　　　　　                 ８月〇日１４時３０分現在

屋　内　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

都からの避難の指示を待たずに、速やかに屋内退避を指示

2   事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年８月〇日（平日）１４：００

杉並区ＪＲ阿佐ヶ谷駅構内

現在のところ不明

  ＪＲ阿佐ヶ谷駅構内に置かれていたカバンが爆発し液体が大量に飛散して、多数の負傷者が、
けいれん、嘔吐、吐き気、目の痛み、呼吸困難の症状を訴えており、化学剤が使用された恐れが
ある。

　化学剤が使用された場合、風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及び被害が拡大する可
能性がある。このため、正確な情報が入手できるまで地域住民を速やかに屋内に一時的に退避さ
せる。化学剤の使用が確認された場合、域外避難する可能性もある。
　一時滞在者については、速やかに警戒区域外に退避させる。さらに自主的な避難者のために避
難所を開設する。
　また、当面、ＪＲ中央線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅す
る者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と
被害状況

今後の予測・影響
と措置

気象の状況
　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s
※化学剤が使用された恐れがあるため、一時滞在者や屋外にいる住民の警戒区域外の避難に際し
ては、風下方向を避けて避難誘導する。

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の方針

　ＪＲ阿佐ヶ谷駅構内を中心とする半径３００ｍ以遠に設定した警戒区域
（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、警戒区域内の住民を速やかに屋内退避させる。また、一時滞在者
については速やかに警戒区域外に退避させる。
　なお、住民の屋内退避、一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁の部
隊等の長と緊密な連携を保持する。
　大規模商業施設の一時滞在者や園児、児童・生徒については、２階以上へ避難誘導する。病院
の入院患者等についても、２階以上に避難誘導する。

　８月〇日１５時３０分

2-3　関係機関の措置等

措置の概要

連絡調整先

　警察：ＪＲ阿佐ヶ谷駅から半径３００m圏内を立入禁止区域に設定し、中杉通りを含めた交通規
制を実施する。また、警戒区域内の住民を屋内退避させるとともに、一時滞在者を警戒区域外に
退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定する。原因物質の特定及び排除、傷
病者等対応を優先させた上で、警戒区域内の住民を屋内退避させるとともに、一時滞在者を警戒
区域外に退避させる。
　鉄道事業者：ＪＲ中央線を全面的に運休し、一時滞在者を施設外へ避難誘導する。
　大規模商業施設管理者：一時滞在者を２階以上に避難誘導する。

　都対策本部：区職員２名を派遣
　現地連絡調整所：区職員２名を配置
　その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

   人数 　人数：７６人（区職員３８人、消防職員１８人、警察官２０人）

退避開始日時
　８月〇日１４時３０分（防災行政無線による警報を速やかに実施するとともに、消防職員等を
逐次配置する。）

   職員の配置場所 　⑤ア 阿佐ヶ谷駅（屋内避難）参照

退避完了予定日時
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３　事態の特性で留意すべき事項

　ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるようにする。

  できる限り近隣の堅牢な建物の屋内に退避する。また、車両内にいる者は、警戒区域外に退避
する。

　　4-2　屋外にいる場合

　　4-1　屋内にいる場合

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用された可能性が極めて高く、除染の必要がある。

地域の特性

時期による特性

  駅周辺は一時滞在者が多く所在する地域であり、また、保育園・幼稚園・小学校、病院、ホテ
ルが立地している。また、中杉通りが通っている。

  夏季であるため、退避中の熱中症予防策を要する。児童にあっては、夏季休暇中であることか
ら在校者の確認が必要であり、在校者がいた場合は先ず２階以上への屋内避難を指示し、その後
に保護者に引き渡すことになる。

４　住民の行動（屋内退避の指示を受けた場合の対応）

避難実施要領の
伝達先

伝達先一覧表による。（略）

６　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

　  避難実施要領の
 住民への伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難実施要領を
伝達する。

５　情報伝達

　　4-3　共通
  防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両による屋内退避指示、
テレビ、ラジオ等からの情報収集に努める。
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措置の概要

連絡調整先

　警察：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。また、中杉通りを含めた交
通規制を実施する。
　消防：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。
　自衛隊：警察・消防と協力して警戒区域内及び除染所での除染を実施する。
　鉄道事業者：
　（ＪＲ）ＪＲ中央線を全面的に運休し、一部運行再開後、高円寺駅以東、また、荻窪駅以西ま
での折り返し運転として、高円寺駅及び荻窪駅で下車した区民を最寄りの避難所への誘導に放送
等で協力する。
　（東京メトロ）東京メトロ丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅で下車した区民を最寄りの避難所への誘導に
放送等で協力する。
　大規模商業施設管理者：２階以上に屋内退避中の一時滞在者を施設外に避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用されたことが確認され、現場周辺の除染を実施した。

地域の特性
  駅周辺は一時滞在者が多く所在する地域であり、保育園・幼稚園・小学校、病院、ホテルが立
地している。

避難完了予定日時 ８月〇日Ｈ＋２時間００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

  ＪＲ阿佐ヶ谷駅構内を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域内において屋内退避している地域住民を避難所に原則として徒歩で避難させ
る。徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直
接、医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、対策本部は、避難住民の誘導に関し、東京消防庁、警視庁及び自衛隊の部隊等の長と緊
密な連携を保持する。
　２階以上に屋内避難中の児童は、避難所に避難誘導して避難先において保護者への引き渡しを
行う。
　また、病院の入院患者等については、関係機関が連携して計画的に輸送を実施する。

避難開始日時 ８月〇日Ｈ時００分

杉並区ＪＲ阿佐ヶ谷駅構内

現在のところ不明

  ＪＲ阿佐ヶ谷駅構内において化学剤の大量散布事案が発生し、多数の負傷者が発生している。

　使用された化学剤が一時性のものであり、除染活動により発生現場の化学剤の影響がほぼ無く
なったとの現地からの報告を受けた段階で、警戒区域内に屋内退避している住民を域外に避難さ
せる。
　住民の避難後、約半日（１２時間程度）で検知・除染を行い、汚染が完全に無いことを確認し
た後、帰宅させる。
　また、当面、ＪＲ中央線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅す
る者への対応が求められる。
　残留者の確認は夜間になることが予測される。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン⑤イ(阿佐ヶ谷駅構内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　８月〇日Ｈ時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年８月〇日（平日）１４：００
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要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 阿佐谷北１丁目 ２３７５人 馬橋小学校（１４０９人） 杉森中学校

2 阿佐谷北２丁目 １７７３人 杉並第九小学校（１４２４人） 天沼小学校

3 阿佐谷南３丁目 ２４９４人 杉並第七小学校（１１８８人） 東田中学校

4 阿佐谷南１丁目 １９４３人 阿佐ヶ谷中学校（１４９７人） 杉並第六小学校

5 阿佐谷南２丁目 ２４１２人 杉並第六小学校（１１６６人） 杉並第八小学校、杉並第三小学校

方法
　区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際しては、呼び鈴
を５秒間隔で１０回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。（夜間のため防災
行政無線は使用しない）

措置

　　杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難施設に配置された職員が説明す
る。（夜間のため防災行政無線は使用しない）

10　避難時等の留意事項（主に住民）

時期の特性

　高円寺駅、荻窪駅、南阿佐ヶ谷駅に、区職員各２人を配置して最寄りの避難所に誘導する。

　夏季のため熱中症に留意し、水分補給等を適切に行う。
　夜間になった場合には、夜間相応の着衣、ゲリラ豪雨に備えて傘、雨衣を携行する。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

　自宅から外に出る際は、マスク、ハンカチ、タオル等で口を覆うとともに、肌の露出を控えた
服装とする。また、携行品は金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人が確
認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。なお、隣近
所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

屋内退避していた住民に対し、避難所に避難するよう求める。

終了予定日時 ８月○日Ｈ＋８時間００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

場所 警戒区域内

配置場所 ⑤ 阿佐ヶ谷駅（域外避難）参照

人数

現地連絡調整所

屋内退避時の７６人に加えて
一時集合（避難）場所への避難誘導に６２人（区職員６２人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 ８月○日Ｈ＋２時間００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。
搬送先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ること
にも留意する。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（高円寺
地域区民センター）とする。

５　職員の配置方法

時期による特性

  児童にあっては、夏季休暇中であることから在校者の確認が必要。
　なお、夜間の避難誘導になった場合には、避難誘導に当たる区職員等による照明及び警察官等
による交通安全確保措置が必要で、また、昼間都内各地で勤務していた区民が区内に戻ってくる
時間と重なる。
　夏季であるため、避難中の熱中症予防及び避難所での食中毒の予防策を要する

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）
要避難地域名区分

杉並区高円寺北４丁目２８番５号（０３－３３３０－３４１１）

杉並区本天沼１丁目２番１９号（０３－３３９０－０１６７）

杉並区阿佐谷南３丁目１９番２号（０３－３３９２－６３２８）

杉並区阿佐谷南１丁目１７番３号（０３－３３１４－２２６１）

杉並区阿佐谷南１丁目２４番２１号（０３－３３１４－２１６４）

その他留意事項
  要避難地域にて、簡易除染を実施する。なお、簡易除染については、消防・警察・自衛隊に依
頼する。
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13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難
実施要領を伝達する。

11　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は、防護服を着用し、避難誘導が夜間になった場合には、懐中電灯等を携行する。
（５）避難誘導員は、熱中症に留意し、水分補給等を適切に行うこと。

12　情報伝達
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退避開始日時
　８月〇日１４時３０分（防災行政無線による警報を速やかに実施するとともに、消防職員等を
逐次配置する。）

   職員の配置場所 　⑥ア 永福町駅（屋内避難）参照

退避完了予定日時 　８月〇日１５時３０分

2-3　関係機関の措置等

措置の概要

連絡調整先

　警察：永福町駅から半径３００m圏内を立入禁止区域に設定し、井ノ頭通りを含めた交通規制を
実施するとともに、警戒区域内の住民を屋内退避させる。また、一時滞在者を警戒区域外に退避
させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定する。原因物質の特定及び排除、傷
病者等対応を優先させた上で、警戒区域内の住民を屋内退避させるとともに、一時滞在者を警戒
区域外に退避させる。
　鉄道事業者：京王井の頭線を全面的に運休し、一時滞在者を施設外へ避難誘導する。

　都対策本部：区職員２名を派遣
　現地連絡調整所：区職員２名を配置
　その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

   人数 　人数：６０人（区職員２６人、消防職員１８人、警察官１６人）

杉並区京王井の頭線永福町駅構内

現在のところ不明

　京王井の頭線永福町駅構内に置かれていたカバンが爆発し液体が大量に飛散して、多数の負傷
者が、けいれん、嘔吐、吐き気、目の痛み、呼吸困難の症状を訴えており、化学剤が使用された
恐れがある。

　化学剤が使用された場合、風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及び被害が拡大する可
能性がある。このため、正確な情報が入手できるまで地域住民を速やかに屋内に一時的に退避さ
せる。化学剤の使用が確認された場合、域外避難する可能性もある。
　一時滞在者については、速やかに警戒区域外に退避させる。さらに自主的な避難者のために避
難所を開設する。
　また、当面、京王井の頭線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅
する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と
被害状況

今後の予測・影響
と措置

気象の状況
　天候 雨　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s
※化学剤が使用された恐れがあるため、一時滞在者や屋外にいる住民の警戒区域外の避難に際し
ては、風下方向を避けて避難誘導する。

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の方針

　京王井の頭線永福町駅構内を中心とする半径３００ｍ以遠に設定した警戒区域
（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、警戒区域内の住民を速やかに屋内退避させる。また、一時滞在者
については速やかに警戒区域外に退避させる。
　なお、住民の屋内退避、一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁の部
隊等の長と緊密な連携を保持する。
　園児については、２階以上へ避難誘導する。

避難実施要領のパターン⑥ア(永福町駅構内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その１）
                                                                                                           杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　      　　　　　      ８月〇日１４時３０分現在

屋　内　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

都からの避難の指示を待たずに、速やかに屋内退避を指示

2   事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年８月〇日（平日） １４：００
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　  避難実施要領の
　　住民への伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難実施要領を
伝達する。

５　情報伝達

　　4-3　共通
  防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両による屋内退避指示、
テレビ、ラジオ等からの情報収集に努める。

避難実施要領の
伝達先

伝達先一覧表による。（略）

６　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

　ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるようにする。

  できる限り近隣の堅牢な建物の屋内に退避する。また、車両内にいる者は、警戒区域外に退避
する。

　　4-2　屋外にいる場合

　　4-1　屋内にいる場合

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用された可能性が極めて高く、除染の必要がある。

地域の特性

時期による特性

  駅周辺は一時滞在者が多く所在する地域である。
　警戒区域内には保育園が立地している。また、井ノ頭通りが通っている。

  夏季であるため、退避中の熱中症予防策を要する。また、雨天のため雨対策を要する。

４　住民の行動（屋内退避の指示を受けた場合の対応）

３　事態の特性で留意すべき事項
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要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 和泉３丁目 １４２３人 杉並和泉学園（１６３７人） 済美小学校

2 永福４丁目 ９６２人 大宮小学校（１２０９人）

措置の概要

連絡調整先

　警察：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。また、井ノ頭通りを含めた
交通規制を実施する。
　消防：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。
　自衛隊：警察・消防と協力して警戒区域内及び除染所での除染を実施する。
　鉄道事業者：京王井の頭線を全面的に運休し、一部運行再開後、明大前駅以東、また、富士
見ヶ丘駅以西までの折り返し運転として、明大前駅及び富士見ヶ丘駅で下車した区民を最寄りの
避難所への誘導に放送等で協力する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用されたことが確認され、現場周辺の除染を実施した。

地域の特性

時期による特性

　駅周辺は一時滞在者が所在する地域であり、関係機関、施設管理者と連携した避難指示が重要
となる。
　警戒区域内には保育園が立地している。また、井ノ頭通りが通っている。

　夜間の避難誘導になった場合には、避難誘導に当たる区職員等による照明及び警察官等による
交通安全確保措置が必要で、また、昼間都内各地で勤務していた区民が区内に戻ってくる時間と
重なる。
　夏季であるため、避難中の熱中症予防及び避難所での食中毒の予防策を要する。また、雨天の
ため雨対策を要する。

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）
要避難地域名区分

杉並区和泉２丁目１７番１４号（０３－３３２２－４２５１）

杉並区堀ノ内１丁目１２番１６号（０３－３３１３－２１６４）

避難完了予定日時 ８月〇日Ｈ＋２時間００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 雨　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　京王井の頭線永福町駅構内を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域内において屋内退避している地域住民を避難所に原則として徒歩で避難させ
る。徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直
接、医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、対策本部は、避難住民の誘導に関し、東京消防庁、警視庁及び自衛隊の部隊等の長と緊
密な連携を保持する。
　２階以上に屋内避難中の児童・生徒は、避難所に避難誘導して避難先において保護者への引き
渡しを行う。

避難開始日時 ８月〇日Ｈ時００分

杉並区京王井の頭線永福町駅構内

現在のところ不明

　京王井の頭線永福町駅構内において化学剤の大量散布事案が発生し、多数の負傷者が発生して
いる。

　使用された化学剤が一時性のものであり、除染活動により発生現場の化学剤の影響がほぼ無く
なったとの現地からの報告を受けた段階で、警戒区域内に屋内退避している住民を域外に避難さ
せる。
　住民の避難後、約半日（１２時間程度）で検知・除染を行い、汚染が完全に無いことを確認し
た後、帰宅させる。
また、当面、京王井の頭線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅す
る者への対応が求められる。
　残留者の確認は夜間になることが予測される。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン⑥イ(永福町駅構内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　８月〇日Ｈ時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年８月〇日（平日）　１４：００
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3 永福２丁目 １８６１人 永福小学校（１５２２人） 向陽中学校

4 永福１丁目 ７２７人 杉並和泉学園（１６３７人） 済美小学校

方法
　区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際しては、呼び鈴
を５秒間隔で１０回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。（夜間のため防災
行政無線は使用しない）

措置

13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

　杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難施設に配置された職員が説明する。
（夜間のため防災行政無線は使用しない）

10　避難時等の留意事項（主に住民）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難実施要領を伝達
する。（夜間のため防災行政無線は使用しない）

時期の特性

　西永福駅に、区職員２人を配置して最寄りの避難所に誘導する。

11　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は、防護服、雨衣を着用し、避難誘導が夜間になった場合には、懐中電灯等を携行する。
（５）避難誘導員は、熱中症に留意し、水分補給等を適切に行うこと。

　夏季のため熱中症に留意し、水分補給等を適切に行う。
　夜間になった場合には、夜間相応の着衣とし、雨天のため傘の携行、雨衣を着用する。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

12　情報伝達

　自宅から外に出る際は、マスク、ハンカチ、タオル等で口を覆うとともに、肌の露出を控えた
服装とする。また、携行品は金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人が確
認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。なお、隣近
所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

屋内退避していた住民に対し、避難所に避難するよう求める。

終了予定日時 ８月○日Ｈ＋８時間００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

場所 警戒区域内

配置場所 ⑥イ 永福町駅（域外避難）参照

人数

現地連絡調整所

屋内退避時の６０人に加えて
避難所への避難誘導に５２人（区職員５２人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 ８月○日Ｈ＋２時間００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。
搬送先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ること
にも留意する。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（高井戸
地域区民センター）とする。

５　職員の配置方法

杉並区永福２丁目１６番３３号（０３－３３２２－７３９１）

杉並区和泉２丁目１７番１４号（０３－３３２２－４２５１）

  警戒区域にて、簡易除染を実施する。なお、簡易除染については、消防・警察・自衛隊に依頼
する。

その他留意事項
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退避開始日時
　１月〇日１７時３０分（防災行政無線による警報を速やかに実施するとともに、消防職員等
を逐次配置する。）

   職員の配置場所 　⑤ア 荻窪駅（屋内避難）参照

退避完了予定日時 　１月〇日１８時３０分

2-3　関係機関の措置等

措置の概要

連絡調整先

　警察：ＪＲ荻窪駅から半径３００m圏内を立入禁止区域に設定し、青梅街道を含めた交通規制
を実施するとともに、警戒区域内の住民を屋内退避させる。また、一時滞在者を警戒区域外に
退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定する。原因物質の特定及び排除、
傷病者等対応を優先させた上で、警戒区域内の住民を屋内退避させるとともに、一時滞在者を
警戒区域外に退避させる。
　鉄道事業者：ＪＲ中央線及び東京メトロ丸ノ内線を全面的に運休し、一時滞在者を施設外へ
避難誘導する。
　大規模商業施設管理者：一時滞在者を２階以上に避難誘導する。

　都対策本部：区職員２名を派遣
　現地連絡調整所：区職員２名を配置
　その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

   人数 　人数：９６人（区職員３２人、消防職員２２人、警察官２２人）

杉並区ＪＲ荻窪駅地下改札口付近

現在のところ不明

　ＪＲ荻窪駅地下改札口付近に置かれていたカバンが爆発し液体が大量に飛散して、多数の負
傷者が、けいれん、嘔吐、吐き気、目の痛み、呼吸困難の症状を訴えており、化学剤が使用さ
れた恐れがある。

　化学剤が使用された場合、風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及び被害が拡大する
可能性がある。このため、正確な情報が入手できるまで地域住民を速やかに屋内に一時的に退
避させる。化学剤の使用が確認された場合、域外避難する可能性もある。
　一時滞在者については、速やかに警戒区域外に退避させる。さらに自主的な避難者のために
避難所を開設する。
　また、当面、ＪＲ中央線及び東京メトロ丸ノ内線が全面的に運行を停止しており、一時滞在
者及び要避難地域に帰宅する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と
被害状況

今後の予測・影響
と措置

気象の状況
　天候 雨　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s
※化学剤が使用された恐れがあるため、一時滞在者や屋外にいる住民の警戒区域外の避難に際
　しては、風下方向を避けて避難誘導する。

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の方針

　ＪＲ荻窪駅構内を中心とする半径３００ｍ以遠に設定した警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、警戒区域内の住民を速やかに屋内退避させる。また、一時滞在
者については速やかに警戒区域外に退避させる。
　なお、住民の屋内退避、一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁の
部隊等の長と緊密な連携を保持する。
　大規模商業施設の一時滞在者や園、学校等に残っている園児、生徒については、２階以上へ
避難誘導する。

避難実施要領のパターン⑦ア(荻窪駅構内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その１）
                                                                                                           杉　並　区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　      　　　　　　    １月〇日１７時３０分現在

屋　内　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

都からの避難の指示を待たずに、速やかに屋内退避を指示

2   事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年１月〇日（平日） １７：００
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　  避難実施要領の
　　住民への伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難実施要領
を伝達する。

５　情報伝達

　　4-3　共通
  防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両による屋内退避指示、
テレビ、ラジオ等からの情報収集に努める。

避難実施要領の
伝達先

伝達先一覧表による。（略）

６　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

　ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるようにする。

  できる限り近隣の堅牢な建物の屋内に退避する。また、車両内にいる者は、警戒区域外に退
避する。

　　4-2　屋外にいる場合

　　4-1　屋内にいる場合

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用された可能性が極めて高く、除染の必要がある。

地域の特性

時期による特性

  駅周辺はターミナル駅と大規模商業施設が一体となっており、地域住民に加えて、駅利用
者、買い物客等一時滞在者が多数所在する地域であり、関係機関、施設管理者と連携した避難
指示が極めて重要となる。
　警戒区域内には保育園・高校が立地しているほか、日帰り入浴施設や多くの飲食店が立地し
ている。
　また、青梅街道が通っている。
　なお、杉並保健所（国民保護医療救護部）が警戒区域内に立地しており、代替本部を本庁舎
に設置する必要がある。

  冬季の雨天及び夜間であるため、防寒対策・雨対策及び照明の確保を要する。

４　住民の行動（屋内退避の指示を受けた場合の対応）

３　事態の特性で留意すべき事項
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杉並区ＪＲ荻窪駅地下改札口付近

現在のところ不明

　ＪＲ荻窪駅地下改札口において化学剤の大量散布事案が発生し、多数の負傷者が発生してい
る。

　使用された化学剤が一時性のものであり、除染活動により発生現場の化学剤の影響がほぼ無く
なったとの現地からの報告を受けた段階で、警戒区域内に屋内退避している住民を域外に避難さ
せる。
　住民の避難後、約半日（１２時間程度）で検知・除染を行い、汚染が完全に無いことを確認し
た後、帰宅させる。
　また、当面、ＪＲ中央線及び東京メトロ丸ノ内線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者
及び要避難地域に帰宅する者への対応が求められる。
　夜間のため、避難及び残留者の確認に時間を要する。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン⑦イ(荻窪駅地下改札口付近に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　１月〇日Ｈ時００分現在

域　外　避　難
１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年１月〇日（平日）　１７：００

避難完了予定日時 １月〇日Ｈ＋３時間００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　 天候 雨　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　ＪＲ荻窪駅地下改札口を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域内において屋内退避している地域住民を避難所に原則として徒歩で避難させ
る。徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直
接、医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、対策本部は、避難住民の誘導に関し、東京消防庁、警視庁及び自衛隊の部隊等の長と緊
密な連携を保持する。
　２階以上に屋内避難中の園児・生徒は、避難所に避難誘導して避難先において保護者への引き
渡しを行う。

避難開始日時 １月〇日Ｈ時００分

措置の概要

連絡調整先

　警察：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。また、青梅街道を含めた交
通規制を実施する。
　消防：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。
　自衛隊：警察・消防と協力して警戒区域内及び除染所での除染を実施する。
　鉄道事業者：
（ＪＲ）ＪＲ中央線線を全面的に運休し、一部運行再開後、阿佐ヶ谷駅以東、また、西荻窪駅以
西までの折り返し運転として、阿佐ヶ谷駅及び西荻窪駅で下車した区民を最寄りの避難所への誘
導に放送等で協力する。
（東京メトロ）東京メトロ丸ノ内線を全面的に運休し、一部運行再開後、南阿佐ヶ谷駅以東での
折り返し運転として、南阿佐ヶ谷駅で下車した区民を最寄りの避難所への誘導に放送等で協力す
る。
　大規模商業施設管理者：２階以上に屋内退避中の一時滞在者を施設外に避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　 化学剤が使用されたことが確認され、現場周辺の除染を実施した。

地域の特性

  駅周辺はターミナル駅と大規模商業施設が一体となっており、地域住民に加えて、駅利用者、
買い物客等一時滞在者が多数所在する地域であり、関係機関、施設管理者と連携した避難指示が
極めて重要となる。
　警戒区域内には保育園・高校が立地しているほか、日帰り入浴施設や多くの飲食店が立地して
いる。
　また、青梅街道が通っている。
　なお、杉並保健所（国民保護医療救護部）が警戒区域内に立地しており、代替本部を本庁舎に
設置する必要がある。
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要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 天沼２丁目 １９１人 杉並第七小学校（１１８８人）

2 天沼３丁目 ２４５０人 保育室若杉（８２１人） 天沼小学校、天沼中学校

3 上荻１丁目 ５８８３人 桃井第一小学校（１６１１人） 桃井第三小学校、荻窪中学校、井荻小学校

4 荻窪５丁目 ６００９人 桃井第二小学校（１２６７人） 神明中学校、松渓中学校

西田小学校、荻窪小学校

5 荻窪４丁目 １６８０人 杉並第七小学校（１１８８人） 阿佐ヶ谷中学校

５　職員の配置方法

時期による特性

  区職員の退庁前の事案発生であり、区として全庁放送等による情報共有、関係職員への指示等
を早急に実施して確実な応急対策活動の体制を確立する必要がある。
  夜間の避難誘導に際しては、避難誘導に当たる区職員等による照明及び警察官等による交通安
全確保措置が必要で、また、昼間都内各地で勤務していた区民が区内に戻ってくる時間と重な
る。
　冬季の雨天及び夜間であるため、防寒対策・雨対策及び照明の確保を要する。

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）
要避難地域名区分

杉並区阿佐谷南３丁目１９番２号（０３－３３９２－６３２８）

杉並区天沼３丁目１５番２０号（０３－３３９１－６５３３）

杉並区桃井２丁目６番１号（０３－３３９０－３１７８）

杉並区荻窪５丁目１０番２５号（０３－３３９２－６７２８）

杉並区阿佐谷南３丁目１９番２号（０３－３３９２－６３２８）

その他留意事項
  警戒区域にて、簡易除染を実施する。なお、簡易除染については、消防・警察・自衛隊に依頼
する。

場所 警戒区域内

配置場所 ⑦イ 荻窪駅（域外避難）参照

人数

現地連絡調整所

屋内退避時の９６人に加えて
避難所への避難誘導に６２人（区職員６２人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 １月○日Ｈ＋３時間００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。
搬送先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ること
にも留意する。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（荻窪地
域区民センター）とする。

屋内退避していた住民に対し、避難所に避難するよう求める。

終了予定日時 １月○日Ｈ＋９時間００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

方法
　区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際しては、呼び鈴
を５秒間隔で１０回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。（夜間のため防災
行政無線は使用しない）

措置

　杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難施設に配置された職員が説明する。
（夜間のため防災行政無線は使用しない）

10　避難時等の留意事項（主に住民）

時期の特性

　阿佐ヶ谷駅、西荻窪駅、南阿佐ヶ谷駅に、区職員各２人を配置して最寄りの避難所に誘導する。

　冬季・夜間相応の防寒服装とし、また、雨天のため傘の携行、もしくは雨衣を着用する。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

　自宅から外に出る際は、マスク、ハンカチ、タオル等で口を覆うとともに、肌の露出を控えた
服装とする。また、携行品は金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人が確
認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品、懐中電灯等を携行するものとする。
なお、隣近所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項
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13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難実施要領を伝達
する。（深夜のため防災行政無線は使用しない）

11　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は防護服、雨衣を着用するとともに、防寒対策を行うこと。また、夜間の避難であることから懐中電灯等
　　を携行する。

12　情報伝達
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避難実施要領のパターン⑧ア(高井戸地域区民センター内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その１）
                                                                                                          杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　      　　　　　　　　７月〇日１０時３０分現在

屋　内　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

都からの避難の指示を待たずに、速やかに屋内退避を指示

2   事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年７月〇日（平日） １０：００

杉並区高井戸地域区民センター内

現在のところ不明

　高井戸地域区民センター内に置かれていたカバンが爆発し液体が大量に飛散して、多数の負
傷者が、けいれん、嘔吐、吐き気、目の痛み、呼吸困難の症状を訴えており、化学剤が使用さ
れた恐れがある。

　化学剤が使用された場合、風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及び被害が拡大する
可能性がある。このため、正確な情報が入手できるまで地域住民を速やかに屋内に一時的に退
避させる。化学剤の使用が確認された場合、域外避難する可能性もある。
　一時滞在者については、速やかに警戒区域外に退避させる。さらに自主的な避難者のために
避難所を開設する。
なお、区施設利用者の安全確保については、区として対応する。
また、当面、京王井の頭線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅
する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と
被害状況

今後の予測・影響
と措置

気象の状況
　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s
※化学剤が使用された恐れがあるため、一時滞在者や屋外にいる住民の警戒区域外の避難に際
　しては、風下方向を避けて避難誘導する。

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の方針

　高井戸地域区民センターを中心とする半径３００ｍ以遠に設定した警戒区域
（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、警戒区域内の住民を速やかに屋内退避させる。また、一時滞在
者については速やかに警戒区域外に退避させる。
　なお、住民の屋内退避、一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁の
部隊等の長と緊密な連携を保持する。
　大規模商業施設の一時滞在者、園児、児童については、２階以上へ避難誘導する。

　７月〇日１１時３０分

2-3　関係機関の措置等

措置の概要

連絡調整先

　警察：高井戸地域区民センターから半径３００m圏内を立入禁止区域に設定し、環状八号線を
含めた交通規制を実施するとともに、警戒区域内の住民を屋内退避させる。また、一時滞在者
を警戒区域外に退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定する。原因物質の特定及び排除、
傷病者等対応を優先させた上で、警戒区域内の住民を屋内退避させるとともに、一時滞在者を
警戒区域外に退避させる。
　鉄道事業者：京王井の頭線を全面的に運休し、一時滞在者を施設外へ避難誘導する。
　施設管理者、清掃工場管理者：施設利用者を施設外へ避難誘導する。また、清掃工場の稼働
を緊急停止する。

　都対策本部：区職員２名を派遣
　現地連絡調整所：区職員２名を配置
　その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

   人数 　人数：７４人（区職員３４人、消防職員２０人、警察官２０人）

退避開始日時
　７月〇日１０時３０分（防災行政無線による警報を速やかに実施するとともに、消防職員等
を逐次配置する。）

   職員の配置場所 　⑧ア 高井戸地域区民センター（屋内避難）参照

退避完了予定日時
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３　事態の特性で留意すべき事項

　ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるようにする。

  できる限り近隣の堅牢な建物の屋内に退避する。また、車両内にいる者は、警戒区域外に退
避する。

　　4-2　屋外にいる場合

　　4-1　屋内にいる場合

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用された可能性が極めて高く、除染の必要がある。

地域の特性

時期による特性

　地域区民センター利用者に加えて、高井戸駅も近隣にあるため、駅利用者、買い物客等の一
時滞在者が一定数、所在している。また、清掃工場が隣接しており、関係機関、施設管理者と
緊密に連携した避難指示、対応が重要となる。
　警戒区域内に保育園・幼稚園・小学校が立地している。
　また、環状八号線が通っている。

  夏季であるため、退避中の熱中症予防策を要する。児童にあっては、夏季休暇中であること
から在校者の確認が必要で、先ず２階以上への屋内避難を指示し、その後に保護者に引き渡す
ことになる。

４　住民の行動（屋内退避の指示を受けた場合の対応）

避難実施要領の
伝達先

伝達先一覧表による。（略）

６　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：03-3312-2111（代）
FAX ：

　  避難実施要領の
 住民への伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難実施要領
を伝達する。

５　情報伝達

　　4-3　共通
  防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両による屋内退避指示、
テレビ、ラジオ等からの情報収集に努める。
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要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 高井戸東３丁目 ２０５９人 浜田山小学校（１７１５人） 杉並第二小学校

2 高井戸西２丁目 １１３５人 久我山小学校（１５０４人）

措置の概要

連絡調整先

　警察：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。また、環状八号線を含めた
交通規制を実施する。
　消防：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。
　自衛隊：警察・消防と協力して警戒区域内及び除染所での除染を実施する。
　鉄道事業者：京王井の頭線を全面的に運休し、一部運行再開後、永福町駅以東、また、富士
見ヶ丘駅以西までの折り返し運転として、永福町駅及び富士見ヶ丘駅で下車した区民を最寄りの
避難所への誘導に放送等で協力する。
　大規模商業施設管理者：２階に屋内退避中の一時滞在者を施設外に避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用されたことが確認され、現場周辺の除染を実施した。

地域の特性

時期による特性

　地域区民センター利用者に加えて、高井戸駅も近隣にあるため、駅利用者、買い物客等の一時
滞在者が一定数、所在している。また、清掃工場が隣接しており、関係機関、施設管理者と緊密
に連携した避難指示、対応が重要となる。
　警戒区域内に保育園・幼稚園・小学校が立地している。
　また、環状八号線が通っている。

  夜間の避難誘導になった場合は、避難誘導に当たる区職員等による照明及び警察官等による交
通安全確保措置が必要で、また、昼間都内各地で勤務していた区民が区内に戻ってくる時間と重
なる。
　夏季であるため、避難中の熱中症予防及び避難所での食中毒の予防策を要する。

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）
要避難地域名区分

杉並区浜田山４丁目２３番１号（０３－３３３４－４３０４）

杉並区久我山５丁目１８番７号（０３－３３３１－３６３１）

避難完了予定日時 ７月〇日Ｈ＋２時間００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　高井戸地域区民センターを中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域内において屋内退避している地域住民を避難所に原則として徒歩で避難させ
る。徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直
接、医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、対策本部は、避難住民の誘導に関し、東京消防庁、警視庁及び自衛隊の部隊等の長と緊
密な連携を保持する。
　２階以上に屋内避難中の児童・生徒は、避難所に避難誘導して避難先において保護者への引き
渡しを行う。

避難開始日時 ７月〇日Ｈ時００分

杉並区高井戸地域区民センター内

現在のところ不明

　高井戸地域区民センター内において化学剤の大量散布事案が発生し、多数の負傷者が発生して
いる。

　使用された化学剤が一時性のものであり、除染活動により発生現場の化学剤の影響がほぼ無く
なったとの現地からの報告を受けた段階で、警戒区域内に屋内退避している住民を域外に避難さ
せる。
　住民の避難後、約半日（１２時間程度）で検知・除染を行い、汚染が完全に無いことを確認し
た後、帰宅させる。
　また、当面、京王井の頭線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅
する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン⑧イ(高井戸地域区民センター内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　     ７月〇日Ｈ時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年７月〇日（平日）　１０：００
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3 高井戸西１丁目 ８３０人 富士見丘中学校（１３４２人）

4 高井戸東２丁目 １２４０人 高井戸中学校（１６６９人）

方法
　防災行政無線、区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際
しては、呼び鈴を５秒間隔で３回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。

措置

13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難施設に配置された職
員が説明する。

10　避難時等の留意事項（主に住民）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難
実施要領を伝達する。

時期の特性

　 浜田山駅、富士見ヶ丘駅に、区職員各２人を配置して最寄りの避難所に誘導する。

11　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は防護服を着用し、域外への避難誘導が夜間になった場合には、懐中電灯等を携行する。
（５）避難誘導員は、熱中症に留意し、水分補給等を適切に行うこと。

　夏季のため熱中症に留意し、水分補給等を適切に行う。
　ゲリラ豪雨に備えて傘、雨衣を携行する。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

12　情報伝達

　自宅から外に出る際は、マスク、ハンカチ、タオル等で口を覆うとともに、肌の露出を控えた
服装とする。また、携行品は金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人が確
認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。なお、隣近
所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

屋内退避していた住民に対し、避難所に避難するよう求める。

終了予定日時 ７月○日Ｈ＋５時間００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

場所 警戒区域内

配置場所 ⑧イ 高井戸地域区民センター（域外避難）参照

人数

現地連絡調整所

屋内退避時の７４人に加えて
避難所への避難誘導に６０人（区職員６０人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 ７月○日Ｈ＋２時間００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。搬送
先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ることにも留意す
る。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（荻窪地
域区民センター）とする。

５　職員の配置方法

杉並区久我山２丁目２０番１号（０３－３３３３－８９２８）

杉並区高井戸東１丁目２８番１号（０３－３３０２－１７６２）

その他留意事項
  警戒区域にて、簡易除染を実施する。なお、簡易除染については、消防・警察・自衛隊に依頼
する。
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退避開始日時
　１月〇日０８時３０分（防災行政無線による警報を速やかに実施するとともに、消防職員
等を逐次配置する。）

   職員の配置場所 　⑨ア 方南町駅（屋内避難）参照

退避完了予定日時 　１月〇日０９時３０分

2-3　関係機関の措置等

措置の概要

連絡調整先

　警察：方南町駅から半径３００m圏内を立入禁止区域に設定し、環状七号線及び方南通りを
含めた交通規制を実施するとともに、警戒区域内の住民を屋内退避させる。また、一時滞在
者を警戒区域外に退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定する。原因物質の特定及び排
除、傷病者等対応を優先させた上で、警戒区域内の住民を屋内退避させるとともに、一時滞
在者を警戒区域外に退避させる。
　鉄道事業者：東京メトロ丸ノ内線支線を運休し、一時滞在者を施設外へ避難誘導する。

　都対策本部：区職員２名を派遣
　現地連絡調整所：区職員２名を配置
　その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

   人数 　人数：６６人（区職員３０人、消防職員１６人、警察官２０人）

杉並区東京メトロ丸ノ内線方南町駅構内

現在のところ不明

　東京メトロ丸ノ内線方南町駅地下通路に置かれていたカバンが爆発し液体が大量に飛散し
て、多数の負傷者が、けいれん、嘔吐、吐き気、目の痛み、呼吸困難の症状を訴えており、
化学剤が使用された恐れがある。

　化学剤が使用された場合、風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及び被害が拡大す
る可能性がある。このため、正確な情報が入手できるまで地域住民を速やかに屋内に一時的
に退避させる。化学剤の使用が確認された場合、域外避難する可能性もある。
　一時滞在者については、速やかに警戒区域外に退避させる。さらに自主的な避難者のため
に避難所を開設する。
　また、当面、東京メトロ丸ノ内線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難
地域に帰宅する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と
被害状況

今後の予測・影響
と措置

気象の状況
　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s
※化学剤が使用された恐れがあるため、一時滞在者や屋外にいる住民の警戒区域外の避難に
　際しては、風下方向を避けて避難誘導する。

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の方
針

　東京メトロ丸ノ内線方南町駅地下通路を中心とする半径３００ｍ以遠に設定した警戒区域
（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、警戒区域内の住民を速やかに屋内退避させる。また、一時滞
在者については速やかに警戒区域外に退避させる。
　なお、住民の屋内退避、一時滞在者の避難誘導に関し、施設管理者、東京消防庁、警視庁
の部隊等の長と緊密な連携を保持する。
　園児・生徒については、２階以上へ避難誘導する。

避難実施要領のパターン⑨ア(方南町駅構内に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その１）
                                                                                                           杉　並 　区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　      　　　　　　　　　１月〇日８時３０分現在

屋　内　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

都からの避難の指示を待たずに、速やかに屋内退避を指示

2   事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年１月〇日（平日） ０８：００
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　  避難実施要領の
　　住民への伝達方法

　防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難実施要
領を伝達する。

５　情報伝達

　　4-3　共通
  防災行政無線、杉並区ホームページ、消防車両、警察車両による屋内退避指示、
テレビ、ラジオ等からの情報収集に努める。

避難実施要領の
伝達先

伝達先一覧表による。（略）

６　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

　ドアや窓を全部閉め、換気扇を止める等、外気からできるだけ遮断されるようにする。

  できる限り近隣の堅牢な建物の屋内に退避する。また、車両内にいる者は、警戒区域外に
退避する。

　　4-2　屋外にいる場合

　　4-1　屋内にいる場合

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用された可能性が極めて高く、除染の必要がある。

地域の特性

時期による特性

  駅周辺は一時滞在者が多数所在する地域であり、関係機関、施設管理者と連携した避難指
示が重要となる。環状七号線、方南通りが通っている。また、保育園・幼稚園・中学校が立
地している。

  区職員の出勤前の事案発生であり、区としての情報共有、派遣された職員等への指示等に
時間を要する可能性があり、速やかに出勤した職員を把握して、逐次、増援する態勢とな
る。なお、避難誘導に当たる職員は冬季のため防寒服装を着用させる。

４　住民の行動（屋内退避の指示を受けた場合の対応）

３　事態の特性で留意すべき事項
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要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 方南２丁目（方南通り以南） ２２７７人 方南小学校（１６１５人） 杉並和泉学園

2 方南２丁目（方南通り以北） ２２７７人 和田小学校（１３３９人） 和田中学校

3 堀ノ内１丁目 １１９７人 済美小学校（１３００人）

地域の特性

現在のところ不明

　東京メトロ丸ノ内線方南町駅地下通路において化学剤の大量散布事案が発生し、多数の負傷者
が発生している。

　使用された化学剤が一時性のものであり、除染活動により発生現場の化学剤の影響がほぼ無く
なったとの現地からの報告を受けた段階で、警戒区域内に屋内退避している住民を域外に避難さ
せる。
　住民の避難後、約半日（１２時間程度）で検知・除染を行い、汚染が完全に無いことを確認し
た後、帰宅させる。
　また、当面、東京メトロ丸ノ内線支線が運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰
宅する者への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難実施要領のパターン⑨イ(方南町駅地下通路に化学剤の大量散布事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領（その２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　１月〇日Ｈ時００分現在

域　外　避　難
１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年１月〇日（平日）　０８：００

杉並区東京メトロ丸ノ内線方南町駅地下通路

４　要避難地域及び避難先

所在地（電話番号）
要避難地域名区分

避難完了予定日時 １月〇日Ｈ＋２時間００分

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　東京メトロ丸ノ内線方南町駅地下通路を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地
図の通り）

　区は、警戒区域内において屋内退避している地域住民を避難所に原則として徒歩で避難させ
る。徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直
接、医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、対策本部は、避難住民の誘導に関し、東京消防庁、警視庁及び自衛隊の部隊等の長と緊
密な連携を保持する。
　２階以上に屋内避難中の園児・生徒は、避難所に避難誘導して避難先において保護者への引き
渡しを行う。

避難開始日時 １月〇日Ｈ時００分

措置の概要

連絡調整先

　警察：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。また、環状七号線及び方南
通りを含めた交通規制を実施する。
　消防：警戒区域内に留まっている住民を警戒区域外に退避させる。
　自衛隊：警察・消防と協力して警戒区域内及び除染所での除染を実施する。
　鉄道事業者：東京メトロ丸ノ内線を全面的に運休し、一部運行再開後、中野富士見町駅以東ま
での折り返し運転として、中野富士見町駅で下車した区民を最寄りの避難所へ誘導するために放
送等で協力する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　化学剤が使用されたことが確認され、現場周辺の除染を実施した。

時期による特性

  駅周辺は一時滞在者が多数所在する地域であり、関係機関、施設管理者と連携した避難指示が
重要となる。環状七号線、方南通りが通っている。また、保育園・幼稚園・中学校が立地してい
る。

　冬季のため防寒対策を要する。

杉並区方南１丁目５２番１４号（０３－３３２２－７６６１）

杉並区方南２丁目２８番２４号（０３－３３８３－２４２５）

杉並区堀ノ内１丁目１７番２４号（ ０３－３３１３－２３６４）
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4 和泉４丁目 １５８８人 大宮小学校（１２０９人） 大宮中学校

杉並区堀ノ内１丁目１２番１６号（０３－３３１３－２１６４）

１月○日Ｈ＋５時間００分

場所 警戒区域内

配置場所 ⑨イ 方南町駅（域外避難）参照

人数

現地連絡調整所

屋内退避時の６６人に加えて
避難所への避難誘導に４８人（区職員４８人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。
搬送先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ること
にも留意する。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（高円寺
地域区民センター）とする。

13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

　防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両による広報及び避難誘導・避難施設に配置された職
員が説明する。

10　避難時等の留意事項（主に住民）

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

  防災行政無線、杉並区ホームページ、区広報車、消防車両、警察車両を用いて対象地域に避難
実施要領を伝達する。

時期の特性

１1　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

その他留意事項
  警戒区域にて、簡易除染を実施する。なお、簡易除染については、消防・警察・自衛隊に依頼
する。

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は防護服を着用するとともに、防寒対策を行うこと。

　冬季相応の防寒服装とする。

１2　情報伝達

　自宅から外に出る際は、マスク、ハンカチ、タオル等で口を覆うとともに、肌の露出を控えた
服装とする。また、携行品は金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人が確
認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。なお、隣近
所相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

   基本的事項

方法
　防災行政無線、区広報車等による呼びかけ及び戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際
しては、呼び鈴を５秒間隔で３回鳴らし、応答がない場合には避難済みであると判断する。

措置

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

食事場所 各避難所等

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

１月○日Ｈ＋２時間００分

５　職員の配置方法

屋内退避していた住民に対し、避難所に避難するよう求める。

終了予定日時
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要避難者数 避難先・受入人数 予備避難先

1 高円寺北２丁目 ３１０２人 高円寺中学校（１２２６人） 杉並第三小学校、杉並第十小学校

2 高円寺北３丁目 ２８３８人 馬橋小学校（１４０９人） 杉森中学校、杉並第一小学校

 措置の概要

連絡調整先

　警察：ＪＲ高円寺駅から半径３００ｍ圏内を立入禁止区域に設定し、交通規制を実施する。ま
た、警戒区域内の地域住民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　消防：警察の立入禁止区域と同範囲に消防警戒区域を設定するとともに、警戒区域内の地域住
民及び一時滞在者を警戒区域外に退避させる。
　鉄道事業者：ＪＲ中央線を全面的に運休し、一部運転再開後、中野駅以東、また、阿佐ヶ谷駅
以西までの折り返し運転として、阿佐ヶ谷駅で下車した区民を最寄りの避難所へ誘導するために
放送等で協力する。また、一時滞在者を施設外へ避難誘導する。

都対策本部：区職員２名を派遣
その他関係機関：連絡先は別添のとおり。

３　事態の特性で留意すべき事項

事態の特性
（除染の必要性等）

　テロ集団らしきグループが、いつ化学剤の大量散布又は爆発物を爆破させるか不明であり、避
難行動を秘匿しつつ、出来るだけ速やかな避難誘導が必要である。

地域の特性

時期による特性

  駅周辺は相当道路が入り組んでいる。また、夜間といえ一時滞在者が相当数滞在している地域
であり、関係機関、施設管理者と連携した避難誘導が重要となる。

  夜間の事案発生であり、関係職員の参集、区としての情報共有、派遣される職員への指示等に
かなり時間を要する可能性がある。なお、冬季・夜間のため、防寒対策を要する。

４　要避難地域及び避難先

要避難地域名区分
所在地（電話番号）

杉並区高円寺北１丁目４番１１号（０３－３３８９－１５８１）

杉並区高円寺北４丁目２８番５号（０３－３３３０－３４１１）

2-3　関係機関の措置等

気象の状況 　天候 晴れ　 気温○○℃　 風向 〇〇　 風速 ○○m/s

2-2　避難住民の誘導の概要

要避難地域

避難先と避難誘導の
方針

　ＪＲ高円寺駅構内を中心とする半径３００ｍに位置する警戒区域（別紙地図の通り）

　区は、警戒区域を設定して、地域住民及び一時滞在者を原則として徒歩で域外に避難させる。
徒歩での避難が困難な災害時要配慮者については、自家用車での避難を認めることとし、直接、
医療機関、二次避難所へ避難させる。
　なお、地域住民及び一時滞在者の避難誘導に関し、避難行動の秘匿を含めて施設管理者、東京
消防庁、警視庁及び自衛隊の部隊等の長と緊密な連携を保持する。

避難開始日時 １月〇＋１日１時間００分

避難実施要領のパターン⑩(高円寺駅構内でテロ集団が化学剤又は爆発物をもって人質を拘束して占拠した事案）

発生時期

避　難　実　施　要　領

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  杉　並　 区　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　　１月〇日２４時００分現在

域　外　避　難

１　都からの「避難の指示」の内容

（別添として添付する。略）

２　事態の状況、関係機関の措置

2-1　事態の状況

２０△△年１月〇日（平日）　２２：００

杉並区ＪＲ高円寺駅構内

現在のところ不明も、国際テロ組織「Ｒ」の可能性もある。

　ＪＲ高円寺駅構内においてテロ集団らしきグループが人質を拘束して立て籠もる事案が発生し
た。なお、テロ集団らしきグループは数名で覆面をしており、書面で、ある要求をしており、受
け入れなければ化学剤を大量散布するか、爆発物を爆破させると脅している状況である。現在の
ところ、被害はない。

　交渉と対応次第では、テロ集団らしきグループが化学剤を大量散布するか、爆発物を爆破する
可能性もあり、警戒区域内に所在する地域住民及び一時滞在者を出来るだけ速やかに域外に避難
させる必要があるものの、秘匿して避難誘導するため避難誘導の準備に1時間必要で、さらに、避
難実施要領の伝達及び避難誘導に多くの時間がかかるものと予測される。
　状況により長期戦になる可能性もあり、避難所の運営についても長期間を考慮する必要もあ
る。なお、深夜の避難誘導になるため一時滞在者も避難所に受け入れる措置が必要となる。ま
た、当面、ＪＲ中央線が全面的に運行を停止しており、一時滞在者及び要避難地域に帰宅する者
への対応が求められる。

発生場所

実行の主体

事案の概要と被害状況

今後の予測・影響と措置

避難完了予定日時 １月〇＋１日６時間００分
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3 高円寺南３丁目 １９７０人 杉並第六小学校（１１６６人） 阿佐ヶ谷中学校

4 高円寺南４丁目 ３９７３人 杉並第八小学校（９８９人） 杉並第十小学校、高南中学校、和田小学校

5 高円寺南２丁目 ３６１人 杉並第八小学校（９８９人） 堀之内小学校

一時滞在者（推計） 〇〇〇〇人 警戒区域外の各避難所

13　緊急時の連絡先

杉並区
国民保護／緊急対処事態対策本部

電話：０３－３３１２－２１１１（代）
FAX ：

避難実施要領の伝達先 伝達一覧表による。（略）

職員間の連絡手段 別添電話番号表一覧による。（略）

　国民保護救援部が、要担送者情報を消防部局に情報提供し、救急車による搬送に努める。
　搬送先は、かかりつけの医療機関を優先とするが、隣接区市の医療機関の協力を得ることにも
留意する。

　家族等近親者が付き添い、自動車による移動を認めることとし、避難先は二次避難所（阿佐谷
地域区民センター）とする。

避難実施要領の住民へ
の伝達方法

　消防職員、警察官により、各戸に個別に情報伝達する。

時期の特性

　阿佐ヶ谷駅に区職員２人を配置して、鉄道職員と協力して最寄りの避難所に誘導する。

１1　誘導に際しての留意事項（職員）（心得・安全確保・服装等）

（１）避難誘導員は、冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。
（２）防災用被服や腕章等により、避難誘導員であることの立場や役割を明確にし、その活動に理解と協力を求めること。
（３）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい行動を呼び掛けること。
（４）避難誘導員は、秘匿性を確保するため、懐中電灯等を点灯させないこと。
（５）避難誘導員は、冬季・夜間の避難誘導であり、防寒対策を行うこと。

　冬季・夜間相応の防寒服装とする。

10-2　要避難地域に帰宅する区民への対応

１2　情報伝達

　自宅からの避難時に持ち出した金銭・貴重品や運転免許証等顔写真付きで公的機関発行の本人
が確認出来るもの、最小限の着替えや日常品、非常持ち出し品等を携行するものとする。隣近所
相互に声を掛け合い、まとまって避難所に避難する。

   基本的事項

10-1　避難する場合の留意事項

食事場所 各避難所等

　　避難誘導職員及び避難所職員が伝達する。

10　避難時等の留意事項（主に住民）

方法
　戸別訪問により確認する。なお、戸別訪問に際しては、呼び鈴を５秒間隔で３回鳴らし、応答
がない場合には避難済みであると判断する。

措置 残留者に対し避難するよう求める。

終了予定日時 １月〇＋１日９時間００分

提供する食事の種類 区が備蓄している非常用糧食を提供

実施担当部署 国民保護救援部

９　追加情報の伝達方法

８　避難誘導時の食糧の支援・提供方法

食事時期 各所の個別判断

場所 警戒区域内

配置場所 ⑩高円寺駅参照

人数

現地連絡調整所

合計１４４人（区職員９６人、消防職員２４人、警察官２４人）

区職員２名

７　残留者の確認方法

確認者 消防職員、警察官

時期 １月〇＋１日６時間００分

　要担送者

　要護送者

６　災害時要配慮者の避難支援

５　職員の配置方法

杉並区阿佐谷南１丁目２４番２１号（０３－３３１４－２１６４）

杉並区高円寺南２丁目４０番２４号（０３－３３１４－２２６４）

杉並区高円寺南２丁目４０番２４号（０３－３３１４－２２６４）

その他の留意事項 一時滞在者の数によっては、予備避難所を開設する。

68



⑩
高
円
寺
駅 高
円
寺

中
学
校

杉
並
第
八
小
学
校

杉
並
第
六

小
学
校

馬
橋
小
学
校

地
図
使
用
承
認

©
昭
文
社
第
６
０
Ｇ
０
４
２
号

（
警
戒
区
域
内
の
避
難
誘
導
）

消
防
職
員
、
警
察
官
を
も
っ
て
避

難
誘
導

（
警
戒
区
域
外
の
避
難
誘
導
）

区
職
員
を
も
っ
て
避
難
誘
導

（
交
通
規
制
）

警
察
計
画
で
交
通
規
制
を
実
施

（
一
時
集
合
（
避
難
）
場
所
の
運
営
）

各
施
設
に
区
職
員
（
６
人
）
を
配
置

し
て
運
営

●

●

●

●

△

▲
▲

▲

▲

△

●

●
●

●

□

配
置
職
員
等
の
凡
例

△
：
区
職
員
×
２
人

▲
：
区
職
員
×
６
人

●
：
消
防
職
員
×
２
人

◎
：
警
察
官
×
２
人

凡
例
：
警
戒
区
域

：
避
難
所

：
避
難
経
路

◎
◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

△

△

△

△
△

△

△

△

△

△
△

△
△

△
△

△

△

△
△

△

△△

△

△
△

△

△

△

◎
◎

◎

●
●

●

●

△

△

△

△

△

△

69







杉
並
区
避
難
実
施
要
領

平
成
31
年
3
月
　
　
　
　
杉
　
並
　
区

編集・発行 杉並区危機管理室危機管理対策課
 〒166-8570　杉並区阿佐谷南一丁目15番1号
 TEL （03）3312－ 2111（代）

☆杉並区のホームページでご覧になれます。　http://www.city.suginami.tokyo.jp

平成31年 3月発行

杉並区避難実施要領 登録印刷物番号

31－0007

杉並区避難実施要領

平成 31年 3 月

杉　並　区


	別冊第２ ＰＤＦ(P51.59修正済)
	登録印刷番号
	空白ページ
	空白ページ

